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議案第１６０号

川口市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

川口市職員退職手当支給条例（昭和３７年条例第６８号）の一部を次のように改

正する。

第１５条第１１項第４号中「職業」を「安定した職業」に改め、同条第１４項中

「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める」を「雇用保険法第５６条

の３第１項第１号に該当する者に係る就業促進手当について同条第４項の規定によ

り基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する」に改め、同項各号を削る。

附則第５項中「引き続いて日本電信電話株式会社」の次に「（同法第１条の２第

１項に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下この項において同じ。）」を加

える。

附則第１６項中「令和７年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第５項の改正規定

は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市職員退職手当支給条例第１５条第１１項（第４

号に係る部分に限り、同条第１５項において準用する場合を含む。）の規定は、

退職職員（退職した川口市職員退職手当支給条例第２条第１項に規定する職員（

同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下同じ。）で

あってこの条例の施行の日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退

職職員であって同日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職

手当の支給については、なお従前の例による。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６１号

川口市税条例の一部を改正する条例

川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第３６条の２第９項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。

第１４３条第４項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。

附則第１１条の２中第１７項を第１９項とし、第１６項を第１８項とし、第１５

項の次に次の２項を加える。

１６ 法附則第１５条第４１項第１号に掲げる施設について同項に規定する条例で

定める割合は、３分の１とする。

１７ 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。

附則第２３条の２中「若しくは第３８項」を「、第３８項若しくは第４２項」に

改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３６条の２第９項及び第１４３

条第４項第１号の改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者

の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成

基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４６号）附則第１条第２号に掲げ

る規定の施行の日から施行する。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６２号

川口市犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例

川口市犯罪被害者等支援条例（令和元年条例第４８号）の一部を次のように改正

する。

第１１条を第１２条とし、第８条から第１０条までを１条ずつ繰り下げ、第７条

の次に次の１条を加える。

（見舞金の支給）

第８条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的又は精神的な負担の軽減を

図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金の支給を行うものとする。

２ 見舞金の支給の対象となる者、見舞金の額その他見舞金の支給に関し必要な事

項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市犯罪被害者等支援条例の規定は、この条例の施

行の日以後に行われた犯罪等により被害を受けた犯罪被害者等について適用する。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６３号

川口市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例

川口市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第

５７号）の一部を次のように改正する。

「第３章 社会事業授産施
目次中「第３章 社会事業授産施設（第４０条）」を

第４章 雑則（第４１条

設（第４０条）
に改める。

） 」

第１条中「第３章において」を「以下」に改める。

第１９条に次の１項を加える。

６ 救護施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、入所者ご

とに個別支援のための計画（以下「個別支援計画」という。）を作成しなければ

ならない。

第２４条第１項中「更生計画」を「個別支援計画」に改め、同条第２項中「第２

項」の次に「及び第６項」を加える。

第２５条第１項中「更生計画」を「個別支援計画」に改める。

本則に次の１章を加える。

第４章 雑則

（電磁的記録）

第４１条 保護施設及び社会事業授産施設並びにその職員は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行

うことが規定され、又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に

係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）により行うことができる。

附 則
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この条例は、公布の日から施行する。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６４号

川口市霊園設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市霊園設置及び管理条例（昭和４１年条例第１３号）の一部を次のように改

正する。

附則に次の１項を加える。

（納骨壇の使用料の特例）

３ 当分の間、別表の２納骨堂使用料の(1) 納骨壇の表は、次のとおり読み替える

ものとする。

(1) 納骨壇

区 分 単 位 使 用 料

通常保管 焼骨１体につき３年 ９，３５０円

短期保管 焼骨１体につき１年 ２，７５０円

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

同年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市霊園設置及び管理条例（以下「新条例」という。

）の規定は、使用の許可の期間の初日（以下「使用開始日」という。）がこの条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後である納骨壇の使用に係る使用料

について適用し、使用開始日が施行日前である納骨壇の使用に係る使用料（この

条例の施行の際現に収蔵されている焼骨に係るものに限る。）については、なお

従前の例による。

３ 令和７年４月１日から施行日の前日までの間に使用開始日が施行日以後である

納骨壇の使用の許可を受けた者から当該使用に係る使用料を徴収する場合におい

ては、この条例による改正前の川口市霊園設置及び管理条例の規定にかかわらず、

新条例の規定の例により使用料を徴収するものとする。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６５号

川口市都市計画法関係事務手数料条例の一部を改正する条例

川口市都市計画法関係事務手数料条例（平成１１年条例第５３号）の一部を次の

ように改正する。

題名を次のように改める。

川口市都市計画法等関係事務手数料条例

第１条中「。以下「法」という。」を削り、「都市計画法施行規則（昭和４４年

建設省令第４９号。以下「省令」という。」を「宅地造成及び特定盛土等規制法（

昭和３６年法律第１９１号」に改める。

第２条の見出しを「（都市計画法に関する事務の手数料の額等）」に改め、同条

中「法及び省令」を「都市計画法（以下この条において「法」という。）及び都市

計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号。以下この条において「省令」とい

う。）」に改める。

第６条を第７条とし、第３条から第５条までを１条ずつ繰り下げ、第２条の次に

次の１条を加える。

（宅地造成及び特定盛土等規制法に関する事務の手数料の額等）

第３条 宅地造成及び特定盛土等規制法（以下この条において「法」という。）及

び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３号。以下こ

の条において「省令」という。）に基づき市長に許可等の申請をしようとする者

は、次に定めるところにより市に手数料を納付しなければならない。

(1) 法第１２条第１項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可申請手数料

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合

(ｱ) 切土又は盛土をする土地の面積が

５００平方メートル以内のとき。 １件につき １６，０００円

(ｲ) 同

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のとき。

同 ２７，０００円

(ｳ) 同

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のとき。
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同 ３９，０００円

(ｴ) 同

２，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内のとき。

同 ５７，０００円

(ｵ) 同

３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のとき。

同 ７２，０００円

(ｶ) 同

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のとき。

同 ９６，０００円

(ｷ) 同

１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内のとき。

同 １５０，０００円

(ｸ) 同

２０，０００平方メートルを超え４０，０００平方メートル以内のとき。

同 ２３０，０００円

(ｹ) 同

４０，０００平方メートルを超え７０，０００平方メートル以内のとき。

同 ３７０，０００円

(ｺ) 同

７０，０００平方メートルを超え１００，０００平方メートル以内のとき。

同 ５３０，０００円

(ｻ) 同

１００，０００平方メートルを超えるとき。

同 ６９０，０００円

イ 土石の堆積に関する工事の場合

(ｱ) 土石の堆積をする土地の面積が

５００平方メートル以内のとき。 １件につき １１，０００円

(ｲ) 同
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５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のとき。

同 １３，０００円

(ｳ) 同

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内のとき。

同 １６，０００円

(ｴ) 同

２，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内のとき。

同 １９，０００円

(ｵ) 同

３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のとき。

同 ２８，０００円

(ｶ) 同

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のとき。

同 ３１，０００円

(ｷ) 同

１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内のとき。

同 ３８，０００円

(ｸ) 同

２０，０００平方メートルを超え４０，０００平方メートル以内のとき。

同 ５２，０００円

(ｹ) 同

４０，０００平方メートルを超え７０，０００平方メートル以内のとき。

同 ７２，０００円

(ｺ) 同

７０，０００平方メートルを超え１００，０００平方メートル以内のとき。

同 １００，０００円

(ｻ) 同

１００，０００平方メートルを超えるとき。

同 １３０，０００円
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(2) 法第１６条第１項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の計画の変更許可

申請手数料

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 変更許可申請１件につき、

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が６９０，０００円を超えると

きは、その手数料の額は、６９０，０００円とする。

(ｱ) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更（(ｲ) のみに該当す

る場合を除く。）については、切土又は盛土をする土地の面積（(ｲ) に規

定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、

切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土

又は盛土をする土地の面積）に応じ前号アに規定する額に１０分の１を乗

じて得た額

(ｲ) 新たな切土又は盛土をする土地の編入に係る宅地造成又は特定盛土等に

関する工事の設計の変更については、新たに編入される切土又は盛土をす

る土地の面積に応じ前号アに規定する額

(ｳ) その他の変更については、１０，０００円

イ 土石の堆積に関する工事の場合 変更許可申請１件につき、次に掲げる額

を合算した額。ただし、その額が１３０，０００円を超えるときは、その手

数料の額は、１３０，０００円とする。

(ｱ) 土石の堆積に関する工事の設計の変更（(ｲ) のみに該当する場合を除く。

）については、土石の堆積をする土地の面積（(ｲ) に規定する変更を伴う

場合にあっては変更前の土石の堆積をする土地の面積、土石の堆積をする

土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の堆積をする土地の

面積）に応じ前号イに規定する額に１０分の１を乗じて得た額

(ｲ) 新たな土石の堆積をする土地の編入に係る土石の堆積に関する工事の設

計の変更については、新たに編入される土石の堆積をする土地の面積に応

じ前号イに規定する額

(ｳ) その他の変更については、１０，０００円

(3) 省令第８８条の規定に基づく法第１２条第１項又は第１６条第１項の規定に

適合していることを証する書面の交付手数料 １件につき ６，０００円
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附 則

この条例は、令和７年５月２６日から施行する。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６６号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

（川口市中高層建築物の建築に係る事前公開等の手続及び紛争の調整に関する条

例の一部改正）

第１条 川口市中高層建築物の建築に係る事前公開等の手続及び紛争の調整に関す

る条例（平成１１年条例第３１号）の一部を次のように改正する。

第１５条第２項中「若しくは法」を「若しくは」に改め、「第１８条第２項」

の次に「若しくは第４項」を加える。

（川口市建築基準法等関係事務手数料条例の一部改正）

第２条 川口市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１１年条例第５２号）の一

部を次のように改正する。

第２条第１項第５号中「第１８条第１７項」を「第１８条第２１項」に改め、

同項第６号中「第１８条第１７項」を「第１８条第２１項」に、「法第１８条第

２１項」を「同条第３０項」に改め、同項第７号中「第１８条第１７項」を「第

１８条第２１項」に改め、同号ア中「法第１８条第２１項」を「第１８条第３０

項」に改め、同項第８号及び第９号中「第１８条第１７項」を「第１８条第２１

項」に改め、同項第１０号中「第１８条第２０項」を「第１８条第２９項」に改

め、同項第１１号中「法第１８条第２４項第２号」を「第１８条第３８項第２号

」に改め、同条第４項第２号中「法第１８条第２０項」を「第１８条第２９項」

に改める。

第３条第１号中「第１８条第２４項第１号」を「第１８条第３８項第１号」に

改める。

（川口市狭あい道路の拡幅等に関する条例の一部改正）

第３条 川口市狭あい道路の拡幅等に関する条例（令和５年条例第３０号）の一部

を次のように改正する。

第６条第１項第２号中「（法」を「及び第４項（これらの規定を法」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６７号

川口市下水道条例の一部を改正する条例

川口市下水道条例（昭和４７年条例第２７号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項に次のただし書を加える。

ただし、法令に定めがある場合その他管理者が特別の理由があると認める場合

は、この限りでない。

第６条の２第１号中「が１人以上専属している」を「を選任している」に改め、

同号に次のただし書を加える。

ただし、埼玉県内の他の営業所の責任技術者を兼任することを妨げない。

第６条の１９及び第６条の２２第２項中「専属する」を「所属する」に改める。

第８条の３第１項第１号中「それぞれ」を削り、同項第１０号中「流域関連公共

下水道」の次に「（次項において「流域関連公共下水道」という。）」を加え、「

大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条の３第１項第１０号の改正

規定（「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める部分に限る。）は、令和７年４月１

日から施行する。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６８号

川口市特定都市河川流域における雨水貯留浸透施設等の標識の設置に関する

条例

（趣旨）

第１条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号。以

下「法」という。）第３８条第３項、第４５条第１項及び第５４条第１項の規定

に基づき、雨水貯留浸透施設、保全調整池及び貯留機能保全区域の標識の設置に

関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例における用語の意義は、法の例による。

（雨水貯留浸透施設の標識の設置）

第３条 法第３８条第３項の標識は、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 雨水貯留浸透施設の名称

(2) 法第３０条に規定する雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号

(3) 雨水貯留浸透施設の容量（容量のないものにあっては、規模）及び構造の概

要

(4) 雨水貯留浸透施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする

者は市長の許可を要する旨

(5) 雨水貯留浸透施設の管理者及びその連絡先

(6) 標識の設置者及びその連絡先

２ 前項の標識は、雨水貯留浸透施設の周辺に居住し、又はその周辺において事業

を営む者の見やすい場所に設けるものとする。

（保全調整池の標識の設置）

第４条 法第４５条第１項の標識は、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 保全調整池の名称及び指定番号

(2) 保全調整池の容量及び構造の概要

(3) 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市

長に届け出なければならない旨

(4) 保全調整池の管理者及びその連絡先
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(5) 標識の設置者及びその連絡先

２ 前項の標識は、保全調整池の周辺に居住し、又はその周辺において事業を営む

者の見やすい場所に設けるものとする。

（貯留機能保全区域の標識の設置）

第５条 法第５４条第１項の標識は、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 貯留機能保全区域の名称及び指定番号

(2) 貯留機能保全区域の位置

(3) 貯留機能保全区域の管理者及びその連絡先

(4) 標識の設置者及びその連絡先

２ 前項の標識は、貯留機能保全区域の周辺に居住し、又はその周辺において事業

を営む者の見やすい場所に設けるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条の規定は、令和７年７月１

日から施行する。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６９号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 川口市障害者短期入所施設柳崎しらゆりの家新築工事

２ 工 事 場 所 川口市柳崎１丁目１３番２９号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ６７５，４００，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市並木４丁目１４番５号

伸明建設株式会社

代表取締役 青 木 祥 禎

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 17 -



議案第１７０号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 川口市障害者短期入所施設柳崎しらゆりの家新築工事のうち

電気工事

２ 工 事 場 所 川口市柳崎１丁目１３番２９号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ２０２，７０３，６００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市中青木５丁目１１番２号

株式会社彩電業社

代表取締役 田 中 利 和

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１７１号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 川口市障害者短期入所施設柳崎しらゆりの家新築工事のうち

設備工事

２ 工 事 場 所 川口市柳崎１丁目１３番２９号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 １９１，７７４，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市並木２丁目３４番８号

株式会社アルファー企画

代表取締役 北 村 泰 人

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１７２号

工事委託契約の変更契約の締結について

次のとおり工事委託契約の変更契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 委 託 名 東北本線蕨・南浦和間芝陸橋改修工事委託

２ 履 行 場 所 川口市芝塚原１丁目地内

３ 契 約 金 額 変更前 ２６６，６０５，５４４円

変更後 ２３３，９６１，３０７円

４ 契約の相手方 埼玉県さいたま市大宮区錦町４３４番地４

東日本旅客鉄道株式会社

執行役員大宮支社長 石 井 剛 史

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１７３号

工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 新庁舎２期棟建設工事のうち建築工事

２ 工 事 場 所 川口市青木２丁目１番１号

３ 契 約 金 額 変更前 １１，０３０，８００，０００円

変更後 １１，３１５，０４０，０００円

４ 契約の相手方 埼玉県川口市青木２丁目５番１０号

埼玉建興・埼和特定建設工事共同企業体

埼玉県川口市青木２丁目５番１０号

埼玉建興株式会社

代表取締役 武 井 美 親

埼玉県川口市栄町３丁目１３番１号

埼和興産株式会社

代表取締役 北 濵 雄 嗣

上記代表者

埼玉建興株式会社

代表取締役 武 井 美 親

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１７４号

訴えの提起について

学校給食費及び放課後児童クラブ利用料に係る支払督促の申立てについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとお

り議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ａ氏

２ 事件の内容

上記の者は、学校給食費及び放課後児童クラブ利用料について、支払いを求め

る電話や催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し

当該債権等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の

申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し学校給食費及び放課後児童クラブ利用料並びにこれに係る遅延

損害金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から学校給食費及び放課後児童クラブ利用料を完納する旨の申入れ

があり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１７５号

訴えの提起について

学校給食費に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｂ氏

２ 事件の内容

上記の者は、学校給食費について、支払いを求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し学校給食費及びこれに係る遅延損害金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から学校給食費を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見

込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１７６号

訴えの提起について

学校給食費に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

上尾市在住 Ｃ氏

２ 事件の内容

上記の者は、学校給食費について、支払いを求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し学校給食費及びこれに係る遅延損害金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から学校給食費を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見

込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１７７号

訴えの提起について

学校給食費に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｄ氏

２ 事件の内容

上記の者は、学校給食費について、支払いを求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し学校給食費及びこれに係る遅延損害金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から学校給食費を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見

込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１７８号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｅ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１７９号

訴えの提起について

学校給食費、放課後児童クラブ利用料及び保育所給食費に係る支払督促の申立て

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定

により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｆ氏

Ｇ氏

２ 事件の内容

上記の者は、学校給食費、放課後児童クラブ利用料及び保育所給食費について、

支払いを求める電話や催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、当該

債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言

付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し学校給食費、放課後児童クラブ利用料及び保育所給食費並びに

これに係る遅延損害金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から学校給食費、放課後児童クラブ利用料及び保育所給食費を完納

する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解するものと

する。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。
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令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１８０号

訴えの提起について

学校給食費に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

戸田市在住 Ｈ氏

２ 事件の内容

上記の者は、学校給食費について、支払いを求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣言の

申立てが支払督促を発した簡易裁判所への訴えに移行するため、また、支払督促

の送達が不能である場合には訴訟を提起するため、予め地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し学校給食費及びこれに係る遅延損害金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から学校給食費を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見

込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１８１号

訴えの提起について

住宅使用料の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｉ氏

久喜市在住 Ｊ氏

２ 事件の内容

上記の者は、住宅使用料について、支払いを求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し住宅使用料及びこれに係る延滞金の支払いを求めるもの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から住宅使用料を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見

込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１８２号

訴えの提起について

住宅使用料の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

春日部市在住 Ｋ氏

千葉県千葉市在住 Ｌ氏

２ 事件の内容

上記の者は、住宅使用料について、支払いを求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し住宅使用料及びこれに係る延滞金の支払いを求めるもの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から住宅使用料を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見

込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１８３号

専決処分の承認について

令和６年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和６年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和６年１０月３日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和６年度川口市一般会計補正予算（第３号）

令和６年度川口市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０８，０９６千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６３，４５２，２２３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。
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議案第１８４号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立戸塚児童センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市栄町１丁目４番１６号

株式会社コマーム

代表取締役社長 小 松 秀 人

３ 指定の期間

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１８５号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市障害者短期入所施設柳崎しらゆりの家

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市本町３丁目９番２１号

社会福祉法人ひふみ会

理事長 吉 田 優

３ 指定の期間

令和８年２月１日から令和１３年３月３１日まで

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１８６号

川口市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

川口市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任するため、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により同意を求める。

記

花 村 奈生子 ５２歳 川口市在住

令和６年１１月２９日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 花 村 奈生子

年 齢 ５２歳

現 住 所 川口市在住

平成２３年 ６月 行政書士登録（埼玉県行政書士会所属）

令和 ５年 ５月 埼玉県行政書士会川口支部理事

令和 ５年１０月 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター埼玉県支部

総務部長

令和 ６年 ９月 川口市固定資産評価審査委員会委員
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